
 

 

 

           

 

 

      

Ｖｏｌ．３３ ２００６年０９月２５日 

 

台湾特許法（意匠に係る規定）改正について（続き） 

 

今般、台湾知的財産局により公聴会による議論の結果、特許法（意匠に係る規定）改正草案の改訂

版が２００６年０９月０７日に公表されました。 

その改正要点を下記の通り、ご案内申し上げます。 

更なる情報並びに施行時期については、当局の公表を待って改めてお知らせ致します。 

 

記 

１．意匠を意味する「新式様」を「設計」（デザイン）に改める。 

２．意匠に関し国防上の公告制限の規定を増設する。 

３．施行細則で登録意匠の公告公報に掲載する内容を書誌、デザインの説明（意匠の説明及び図面

の説明）とするよう別途規定される。 

４．類似意匠制度を撤廃すると共に、部分意匠制度、関連意匠制度及び組物の意匠制度を導入する。 

５．関連意匠の出願時期を本意匠の登録公告前とする。 

６．コンピュータのアイコン及びグラフィックユーザインタフェースを意匠の保護の対象として追加する。

（但し、当該意匠を施す物品を指定する必要がある。） 

７．実用新案から意匠への変更出願の法定期間を実用新案登録出願の査定書の送達日から３０日に

短縮する。 

８．年金の不納付による権利失効の回復措置を緩和する。即ち、年金の不納付による意匠権失効は

自己の責に帰すが、正当な理由がある場合は、その納付すべき期限から１年以内に当該年金の３

倍に相当する公費を追納することにより権利回復を請求することができる。 

９．年金の追納期間（６ヶ月間）における追納公費の月割増制を導入する。 

１０．準用する特許の関係規定を別途意匠に係る規定として増設する。 

１１．経過措置 

  １）改正施行前に審査未確定の類似意匠については改正施行前の関係規定を適用するが、 

当該類似意匠は本意匠の登録公告前に出願した場合、改正施行後の３ヶ月以内に関連 

意匠への変更出願を行うことができる。 

２）改正法の施行前に審査確定していない意匠出願については、改正法の施行日から３ヶ月 

以内に部分意匠に補正することにより、改正法の適用を受けることができる。 

 

以上 
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